
 
 

 

 

習志野市 

未来のために～みんながやさしさでつながるまち～ 

令和４年８月１２日 

 

 

 

 

国の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象とならない世帯のうち、世帯構成

員が「令和４年度住民税均等割課税のみの方」等で構成されている世帯を対象として、

市独自に生活・暮らしの支援を行うことを目的とした給付を行います。 

 

＜概要＞ 

１． 対象世帯 

基準日（令和４年６月１日）に、習志野市の住民基本台帳に記録されている世帯で、

世帯構成員全員が「令和４年度住民税均等割のみ課税」である世帯、または、「令和

４年度住民税非課税の方」と「令和４年度住民税均等割課税のみの方」で構成され

ている世帯。 

※令和３年度及び令和４年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金（１世帯１０万円）の受給世帯及

び受給対象世帯を除きます。 

２． 給付金額 

一世帯当たり ： ５０，０００円 

３． 支給方法 

対象となる世帯に対して確認書類を送付。書類の内容を確認し、必要事項を記載の

上、郵送または窓口にて市に提出。給付金は口座振り込みとなります。 

４． スケジュール 

 令和４年 ８月１５日（月） コールセンター開設 

 ９月 １日（木） 対象世帯に確認書類発送、受付開始 

 ９月２１日（水） 1回目の給付金支給予定日 

 １１月３０日（水） 受付期間終了 

※コールセンター 

電話番号 ： ０４７-４０９-２６６１ 

開設時間 ： 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜、祝日を除く） 

 

【市独自】「住民税均等割のみ課税世帯等臨時特別給付金」を支給します。 

問合せ先  

健康福祉部生活相談課 

電話：０４７-４８９-５３０２ 


